
諮問第 １ 号 

 

   生活保護費返還金の督促に関する処分に係る審査請求について 

 

 生活保護費返還金の督促に関する処分について、次のとおり審査請求があっ

たので、地方自治法第２３１条の３第７項の規定により諮問する。 

 

             令和３年  月  日提出 

                川崎市長 福 田 紀 彦 

 

１ 審査請求人 

  ＊ ＊ ＊ ＊ 

２ 審査請求の年月日 

  令和２年９月２５日 

３ 審査請求の趣旨 

  川崎市長による次の督促に関する処分を取り消すとの裁決を求める。 

  督促状発行日  令和２年９月１８日 

  金    額  １，１４２，１３６円 

  納 入 事 由  生活保護法第６３条の規定に基づく生活保護費返還金 

４ 審査請求の理由 

 相続が発生していることを知らなかった期間に受給した生活保護費に係る

返還金について延滞金を課すのは、不当である。 

 

 

 

廃 止 理 由 

図面番号⑧ 

 本箇所は、一般交通に必要がないので、これを廃止したい。 

 

 

見取図（麻生区細山７丁目地内）              整理番号３１ 

 

令和３年 ９ 月 ２ 日提出

    　川崎市長  福　田　紀　彦



参考資料 

 

   事 件 の 概 要 

 

１ 令和２年７月２８日、本市は、審査請求人に対し、遺産相続による収入が

あったことを理由に、生活保護法第６３条の規定に基づき、費用返還額の決

定を行った。 

２ 令和２年９月１８日、本市は、審査請求人に対し、生活保護費返還金の督

促に関する処分（以下「本件処分」という。）を行った。 

３ 本事件は、相続が発生していることを知らなかった期間に受給した生活保

護費に係る返還金について延滞金を課すのは、不当であることを理由として、

本件処分の取消しを求めるため、審査請求がなされたものである。 

 




